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【議案１】 真駒内公園小学校保護者と先生の会

令和８年3月25日現在

令和7年度予算 令和7年度決算 増減 備  考

235,287 235,287 0

保護者会費 144,600 146,000 1,400 PTA会費：50円×長子人数×12ヶ月分

教職員会費 12,600 12,600 0 PTA会費：50円×職員数×12ヶ月分

過年度会費 0 0 0

0 0 0

392,487 393,887 1,400

令和7年度予算 令和7年度決算 増減 備  考

総会費 0 0 0 総会書面対応のため予算計上せず

実行委員会費 3,000 4,000 1,000 土曜参観ＰＴＡ行事実行委員会　会議費

常設委員会費 0 0 0

消耗品費 50,000 0 △ 50,000 用紙・複合機インク等

通信連絡費 5,000 3,000 △ 2,000 PTA役員・役員選考委員連絡費

渉外接待費 30,000 23,440 △ 6,560 南区PTA連合会　会議参加費

備品費 0 0 0

研修費 0 0 0

交通費 3,500 0 △ 3,500

ボランティア活動費 50,000 23,951 △ 26,049 保護者ボランティア活動費

環境整備費 13,000 11,858 △ 1,142 花壇用苗の購入

奨励費 60,000 57,350 △ 2,650 卒業証書ホルダー・胸花・スナップ写真代

慶弔費 0 0 0

0 0 0 令和４年度より特別会計から支出

3,000 602 △ 2,398 振込手数料　転出還付

174,987 0 △ 174,987 緊急に係る費用

392,487 124,201 △ 268,286

令和7年度総収入 393,887

令和7年度総支出 124,201

次年度繰越金 269,686 （3月25日現在）
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真駒内公園小学校保護者と先生の会

令和8年3月25日現在

令和7年度予算 令和７年度決算 増減 備  考

1,202,286 1,202,286 0

0 173,860 173,860 予算計上はせず

0 190,800 190,800 予算計上はせず

20,000 20,000 0 2日（半日×2日）実施予定

1,222,286 1,586,946 364,660

令和7年度予算 令和７年度決算 増減 備  考

175,000 118,703 △ 56,297

ｽｹｰﾄボランティア貸し靴代 5,000 4,950 △ 50

スキーボランティア交通費 15,000 10,500 △ 4,500 藻岩　4,000　　フッズ　6500

卒業式胸花代 0 0 0 R7年度一般会計に計上

スキー学習外部講師採用費 0 0 0 R7年度　計上はせず

入校証ホルダー代 5,000 3,350 △ 1,650

PTA行事費 150,000 99,903 △ 50,097 ※土曜参観ＰＴＡ行事

258,220 258,790 570

PTA共済掛金(南区P連分担金含む）支出 258,020 258,590 570
PTA共済　460円×児童316名分
140円×（243戸数＋教員21名）分
区P連　290円×会員数（263名）分

タブレットケース・タッチペン代 0 0 0 R8年度新1年分はR８年度分予算に計上

切手代 0 0 0

代本板 0 0 0

パイプ椅子・収納用台車 0 0 0

 開放プール契約書収入印紙代 200 200 0

433,220 377,493 △ 55,727

令和7年度総収入 1,586,946

令和7年度総支出 377,493

1,209,453

その他

合計

札幌市補助

学校プール開放協力費

合計

支出の部

項  目

行事費

資源回収

【議案1】 令和７年度PTA特別会計決算報告

収入の部

項  目
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【議案３】 

令和８年度の PTA 活動方針（案）について 

本校 PTA 活動につきましては、コロナ禍の期間、開催方法の変更や自粛により対応して参りました。

そして、この期間は、PTA 活動の中で「本当に必要なものは何か」、「形式的に行われており、削減でき

るものはないか」等、これまでの PTA 活動を見つめなおす時間となりました。 

令和５年度より、学校においても様々な制限が解除され、以前のような教育活動が戻ってきました。本

議案では、昨年の活動を基に、今年度の活動を御提案いたします。議決権行使書にて、会員の皆様の御判

断、御意見をお示しいただければと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。  

なお、本会「真駒内公園小学校保護者と教職員の会（ＰＴＡ）」への入会につきましては、「子どもたち

の健全な成長を支えるために、保護者と教職員が協力し合う」という目的から、原則入会をお願いしてお

りますが、入会を望まない場合は、学校まで御連絡いただければと存じます。                                                                                                                 

 

【提案１】PTA 役員・学校が運営する「茶話会デー」の継続実施 

本校では、令和４年度 PTA 総会にて、学級役員を廃止することが決定いたしました。その際、「茶話

会」については、お子さんを同じクラスに通わせる保護者の方同士が交流を深める機会となるので残し

たいとの意見を受け、「学級委員を廃止した上で、茶話会の企画運営は、学校ならびに PTA 役員が行う。」

という決定に至りました。令和４年度は学級茶話会、令和５～７年度は学年茶話会を実施し、保護者の皆

様同士の交流を深めることができました。今年度も茶話会デーを下記の要領で実施いたします。 

 

【茶話会デーの概要について】 

・１学期（７月）学習参観日（５校時）の前に、学年合同茶話会を実施する。 

・会食はなし（昼食を取りながらの参加も可）、交流は曜日日課により５０～６０分間。 

・会場は、「３階はるにれ教室」または「３階家庭科室」。（２学年同時開催のため） 

・事前の参加調査アンケートは、「すぐーる」アンケート機能を利用してＰＴＡ担当教職員が行う。 

・昼食については、学校で希望販売を行わない。 

・当日の司会・運営は、１・２年生はＰＴＡ役員、３年生以上は学年にお任せする。 

・終了後は片付けをし、各教室で行われる授業参観へ。 

       ※議案が可決された場合、７月の参観日前に参加調査アンケートを実施します。 

 

【提案２】PTA 活動費は、引き続き月額５０円とする 
コロナ以前は、月額 110 円徴収しておりました。コロナ禍における PTA 活動の自粛、その後の活動

の精選に伴い、月額５０円で運営してきたところであります。令和８年度におきましても、引き続きこ

の額で進めて参りたいと思います。 

  



 

【提案３】新入学 1年生・転入生分のタブレットケースとタッチペン

の購入について、令和８年度から、今年度の PTA 特別会計

に予算を計上する。 
 
 令和４年度、特別会計より支出し、全児童数分のタブレットケースを購入いたしました。それまで、

探検バッグをタブレットケースとして使用していましたが、本来の目的外使用のため破損が絶えず、児

童や教員から専用のケースを所望する声が出ており、購入した経緯があります。 

 また、児童一人一人に配付しておりますタッチペンですが、令和４年度までは臨時的に配当されてい

たコロナ対策予算より購入費用を支出しておりました。令和６年度は、１年生・転入生の使用するタッ

チペンの購入費用を、タブレットケース購入費用と合わせて前年度の特別会計より支出・購入いたしま

した。 

しかし、新 1 年生のクロームブックの導入が 1 学期後半、持ち帰りが夏休み以降となるため、前年

度購入のメリットがありませんでした。以上のことから、令和８年度新入学１年生・転入生のタブレッ

トケースとタッチペンは、令和８年度の PTA 特別会計予算に計上、購入いたします。 

 

 

【提案４】保護者ボランティアの継続・活動費を予算計上する 
 
 令和６年度より、子どもたちの健全な育成を図るため、会員である保護者の皆様に学校での教育活動

により幅広く参加していただく機会を増やす計画を立て、実施してまいりました。これまで、スケート

体験学習、スキー学習、1 年生の「真駒内川水辺の楽校」、家庭科「裁縫・調理実習補助」など、大変

多くの保護者の皆様にボランティアとして参加していただき、子どもたちが安全に楽しく学習活動を

進めることができました。今年度につきましても、より多くの保護者の皆様に教育活動に携わっていた

だきたいと考えております。また今年度も、夏季のプール開放事業も再開する予定です。こちらのボラ

ンティアも募集いたします。さらに、保護者ボランティアの継続に関わって、活動に必要な消耗品・飲

み物代・雑費等を、保護者ボランティア活動費として、令和８年度のＰＴＡ一般会計予算に計上しま

す。 

 ※議案が可決された場合、４月中にボランティア参加希望調査アンケートを実施します。 

 

 

【提案５】登録制保護者ボランティアの継続・募集 
  

学校行事、教科学習に関わる保護者ボランティアとは別に、年間を通した活動を進めていただく「登

録制保護者ボランティア」を募集します。登録制ボランティアは、４～５月にメンバーを確定（途中入

退会は自由）し、年間を通して活動していただきます。令和８年度は、「図書ボランティア」、児童の安

全を見守っていただく「見守りボランティア」を実施いたします。いずれも、4～5 月中にメンバーに

お集まりいただき、活動内容等を御確認いただき、随時活動を進めてまいります。 

 

 図書ボランティア活動例…読み聞かせ活動、読書推進に関わる催し実施、年度末蔵書点検 

 見守りボランティア活動例…中・昼休み見守り（グラウンド・体育館等） 登下校見守り 

 

 ※議案が可決された場合、4月中にボランティア参加希望調査アンケートを実施します。 

 

  



【提案６】土曜参観（１２月）にＰＴＡ行事の継続・実施 
 

 令和元年度まで、土曜参観時に全児童と保護者が観劇等を行うＰＴＡ行事を実施し、費用はＰＴＡ特

別会計より支出して参りました。コロナ禍によりＰＴＡ行事は自粛しておりましたが、令和６年度より

実施再開いたしました。令和７年度は、PTA 行事サポートメンバーを募り、PTA 役員を中心とした実行

委員会を開催いたしました。また、前日準備ボランティアを募り、会場準備を行いました。令和８年度

につきましても、R７年度の活動を基に、以下の要領で PTA 行事の実施を行ってまいります。 

 

5 月～PTA 役員を中心とした PTA 行事実行委員会に参加する、「PTA 行事サポートメンバー」を募集 

   6 月以降、PTA 行事実行委員会を開催（回数、日時等は委員会で検討） 

    

※PTA 行事費は令和８年度 PTA 特別会計に予算計上する 

 



【議案４】 真駒内公園小学校保護者と先生の会

令和8年4月13日現在

令和7年度決算 令和8年度予算 増減 備  考

235,287 269,686 34,399

保護者会費 146,000 139,800 △ 6,200 PTA会費:50円×長子233×12ヶ月分

教職員会費 12,600 12,600 0 PTA会費:50円×職員21×12ヶ月分

過年度会費 0 0 0

0 0 0

393,887 422,086 28,199

令和7年度決算 令和8年度予算 増減 備  考

総会費 0 0 0 総会書面対応のため予算計上せず

実行委員会費 4,000 4,000 0 土曜参観ＰＴＡ行事実行委員会　会議費

常設委員会費 0 0 0

消耗品費 0 50,000 50,000 用紙・複合機インク等

通信連絡費 3,000 5,000 2,000 PTA役員・役員選考委員連絡費

渉外接待費 23,440 30,000 6,560 南区PTA連合会　会議参加費

備品費 0 0 0

研修費 0 0 0

交通費 0 3,500 3,500

ボランティア活動費 23,951 50,000 26,049 保護者ボランティア活動費

環境整備費 11,858 13,000 1,142 花壇用苗の購入

奨励費 57,350 60,000 2,650 卒業証書ホルダー・胸花・スナップ写真代

慶弔費 0 0 0

0 0 0 令和４年度より特別会計から支出

602 3,000 2,398 振込手数料等

0 203,586 203,586 緊急に係る費用

124,201 422,086 297,885

雑費

予備費

合計

合計

支出の部

項  目

運
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分担費

雑収入

令和8年度PTA一般会計予算(案）

収入の部

項  目

繰越金

会

費



真駒内公園小学校PTA

令和8年4月13日現在

令和7年度決算 令和8年度予算 増減 備  考

1,202,286 1,209,453 7,167

173,860 0 △ 173,860 予算計上はせず

190,800 0 △ 190,800 予算計上はせず

20,000 20,000 0 2日（半日×2日）実施予定

1,586,946 1,229,453 △ 357,493

令和7年度決算 令和8年度予算 増減 備  考

118,703 175,000 56,297

ｽｹｰﾄボランティア貸し靴代 4,950 5,000 50

スキーボランティア交通費 10,500 15,000 4,500 R7実績　藻岩4000　フッズ6500

入校証ホルダー代 3,350 5,000 1,650

PTA行事費 99,903 150,000 50,097 ※土曜参観ＰＴＡ行事

258,790 279,860 21,070

PTA共済掛金(南区P連分担金含む）支出 258,590 219,660 △ 38,930
PTA共済　380円×児童304名分
120円×（233戸数＋教員21名）分
区P連　290円×会員数（254名）分

新1年生タブレットケース・タッチペン代 0 60,000 60,000 R8年度より、同年度予算に計上

切手代 0 0 0

代本板 0 0 0

パイプ椅子・収納用台車 0 0 0

 開放プール契約書収入印紙代 200 200 0

377,493 454,860 77,367

その他

合計

札幌市補助

学校プール開放協力費

合計

支出の部

項  目

行事日

資源回収

【議案4】 令和8年度PTA特別会計予算（案）

収入の部

項  目

繰越金



【議案５】

令和８年度

札幌市立真駒内公園小学校
役員選考委員会

役　職 氏　名 所 属

顧　問 山本 尚枝
ヤマモト　　　　　　　　　　　　ヒサエ

Ｔ（学校長）

会　長 池田
イケダ

 聖
マサ

法
ノリ

４年

副会長 太田　亜有子
オオタ　                                    アユコ

６・４年

副会長 大坪
オオツボ

　亜衣
アイ

５年

副会長 石田  美澄
イシダ　　　　　　　　　　　　　　　　ミスミ

５・２年

副会長 安澤 徹也
アンザワ　　　　　　　　　　テツヤ

Ｔ（教頭）

書　記 上村
ウエムラ

　静香
シズカ

５・２年

書　記 山本
ヤマモト

　芳
ヨシキ

紀 ５年

書　記 冨野
トミノ

　清夏
サヤカ

３年

書　記 古谷 健太
フルヤ　　　　　　　　　　　　　ケンタ

Ｔ（担任外）

会　計 大坂
オオサカ

  幸恵
サチエ

６年

会　計 千葉
チバ

 大樹
ダイキ

４・１年

会　計 渡邉 尊久
ワタナベ　　　　　　　　　　　タカヒサ

Ｔ（担任外）

会計監査 須川
スガワ　

  香織
カオリ

６年

会計監査 本間
ホンマ

 由貴子
ユキコ

３年

敬称略
教職員以外、順不同です

　　ＰＴＡ役員（案）
○下記名簿に記載いたしました方々を、令和８年度役員として、御推薦いたします。



【議案６】 ・用紙費を引き続き、月額１５０円にする 

用紙費について 

令和 6 年度より本校の用紙費は月額１５０円で徴収していました。昨今の物価高により、

用紙購入費用も値上がりしており、次年度以降変更の検討も必要になることも考えられます

が、今年度につきましては、引き続き月額１５０円にいたします。 
４月中旬に配付します学校徴収金に関するお便りでもお知らせいたします。 

 

 

 

【議案７】 ・札幌市 PTA 共済会へ加入する 

札幌市 PTA 共済会について 

〇札幌市 PTA 共済会は、札幌市立幼稚園、小学校、中学校に在籍する園児・児童・生徒の

学校管理下外（PTA 活動中含む）及び、PTA 会員（保護者・教職員）の PTA 活動中にお

ける傷害事故によるけがに対して、共済金の支払いをする制度です。 
⇒制度の詳細については、先日配付した「札幌市 PTA 共済会の御案内」でご確認ください。 

 
 
〇共済会の加入は、単位 PTA で加入・非加入を選択するものであり、会員個々が、世帯単

位で加入を選択できるものではありません。 

 
 
〇共済掛金は 
  ・学童等（園児、児童、生徒）は１名につき３８０円 

・PTA 会員（保護者、教職員等）は１世帯１２０円 です。 
   ※今年度につきましては、掛金は PTA 特別会計より支出いたします。 
 

 
 



真駒内公園小学校保護者と教職員の会（ＰＴＡ）規約 

第１章  名 称 

 第１条  この会は、「真駒内公園小学校保護者と教職員の会」と称し、事務局を真駒内公園小学校

におく。 

 
第２章  目的及び活動 

 第２条  この会は、保護者と教職員が協力して、学校、家庭及び地域における児童の健全な育成

を図るとともに、会員相互の資質向上と親睦を目的とする。 

 
 第３条  この会は、前条の目的を達成するために、次の活動をする。 
         １．学校・家庭・地域の連携を密にし、児童の生活環境の向上を図る。 
         ２．会員の教養及び資質の向上と親睦を図る。 
         ３．学校の教育環境の充実に協力する。 
         ４．ＰＴＡ連合体との連携を図り、その活動を推進する。 
         ５．その他、この会の目的から必要と認められること。 

 
第３章  会 員 
 第４条  この会の会員は、真駒内公園小学校に在籍する児童の保護者と同校に在職する教職員と

する。 

 
 第５条  この会の会員は、総会で決定した会費を納め、全て平等の権利と義務を有する。 

 
第４章  会 計 
 第６条  この会は次の会計をおき、会費及びその他の収入によって支弁する。また、経理は総会

において決議された予算に基づいて行われる。 
        １．一般会計 
        ２．特別会計 

 
 第７条  この会の資産は、第２章の目的達成のためのみに支出され、その決算は会計監査を経て

総会に報告され承認を得なければならない。 

 
 第８条  会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 
 
第５章  役員・委員 
＜役員＞ 
 第９条  この会は、次の役員をおく。 
         １．会   長    １名      この会を代表し、会務を統括する。 
         ２．副 会 長  Ｐ複数名＋Ｔ１名 
         ３．会  計  Ｐ複数名＋Ｔ１名 
         ４．書  記  Ｐ複数名＋Ｔ１名 
         ５．会計監査    ２名     

        



＜委員＞ 
 第 10条  この会は、次の委員をおく。 
        １．学級委員       ２．役員選考委員   

     
＜任期＞ 
 第 11 条  役員及び委員の任期は 1 年とする。但し、再任は妨げない。尚、補欠者の任期は、前

任者の残任期間とする。 

 
＜役員・委員の選出＞ 
 第 12条  役員の選出は、総会において行う。その候補者は、役員選考委員会において選考され、

総会に報告される。 

 
 第 13条  委員は、各学級会員の互選により、学級委員を２名選出する。 

 
 第 14条  役員選考委員会は次の構成により正副委員長をおく。 
         １．各学年から１名ずつ選出された、合計６名で構成する。 
         ２．新年度に会員の資格を失う役員がいた場合に限り、その中から１名を選出する。 
         ３．教師から１～２名を選出する。 

 
＜補充・増員＞ 
 第 15条  この会の役員・委員に欠員が出た場合、又は、年度中において特別な事業等にかかる役

員・委員の増員が必要となった場合は、これを補充・増員することができる。その選任

及び承認は実行委員会において行い、会報等で会員に告知するものとする。 
⇒役員会において行い、書面等で会員に告知するものとする。 

 
第６章  会議 
＜会議＞ 
 第 16条  この会の会議は、総会と実行委員会及び役員会とする。 

 
 第 17条  総会は、この会の最高決議機関であり、全会員をもって構成される。 

 
 第 18 条  総会は、年 1 回会長が招集し、次のことを審議する。但し、必要に応じて臨時総会を

開くことができる。 
     １．規約・規則の改廃 
     ２．会運営の大綱及び活動計画 
     ３．予算並びに決算の承認 
     ４．役員の選出 
     ５．その他必要な事項 

 

 
第 19 条  総会の議長は会員の中から選出し、決議には出席者の過半数の同意を必要とする。 
 
第 19 条 2 項 会長は役員会が必要と認めた場合、書面による総会を開催することができる。この 

場合、議決権の行使は議案に対する賛否を記載できる議決権行使書により行う。 



 第 20 条  実行委員会は総会に次ぐ決議機関で、役員、学級委員で構成し、必要に応じて会長が

招集する。 
 
 第 21条  実行委員会 ⇒役員会が必要と認めた場合、または会員の 5 分の 1 以上の要求があった

場合は、会長は臨時総会を招集する。 
      
 第 22条  実行委員会は次の任務をもつ。 

     １．総会の決議事項の実施     ２．各委員会の事業計画の審議検討 
     ３．補正予算、補欠役員・委員等の選出     ４．総会に提出する議案の作成 
     ５．その他必要な事項 
 
 第 23条  実行委員会は、緊急を要する案件で、総会にはかる余裕のない場合、これを処理する。

また、特定の目的を遂行するために、特別委員会を設けることができる。 
 
 第 24条  役員会は、第11条に定める役員（会計監査を除く）で構成し、会務の立案並びに緊急

を要する事項の処理にあたる。 
 
 第 25条  各委員会は、必要に応じて委員長が会議を招集する。 
 
 第 26条  特別委員会は、実行委員会の諮問事項に答申し、その任を終えた時に解散される。 

 
第７章  組 織 

 
 
 
                                   （代表者会議） 

 
 
 
 
 
 
 

第８章  附 則 

 第 27条  この規約の改廃は、総会において出席者の３分の２以上の賛成を得なければならない。 
 第 28条  本規約に必要な細則は、別に定める。 
      １．慶弔規定を別に定める 
      ２．会員の個人情報の取扱いについて「個人情報取扱規則」に定め適正に運用する 
 第 29条  本規約は、平成 24 年 4 月 1 日より実施する。 
                             平成 25 年 4 月 18 日 一部改正 
                             平成 30 年 4 月 13 日 一部改正 
                             平成 31 年 4 月 19 日 一部改正 

                             令和 2 年 4 月 19 日  一部改正 
                             令和 4 年 4 月 27 日 一部改正 

厚生委員会 広報委員会 

設置せず 設置せず 学級委員 

（設置せず） 

Ｐ Ｔ Ａ 総 会 

実 行 委 員 会 
（ 設 置 せ ず ） 

役員選考委員会 

ＰＴＡ役員会 

・会長   ・副会長 

・書記   ・会計 

・会計監査 

取り消し線部分は、過年度 PTA 総会により改訂した部分です。 










